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[[[[葛飾区サッカー連盟一般部大会要綱葛飾区サッカー連盟一般部大会要綱葛飾区サッカー連盟一般部大会要綱葛飾区サッカー連盟一般部大会要綱]]]]    

オーバーオーバーオーバーオーバー30303030 リーグリーグリーグリーグ    

 
この大会要綱は、葛飾区サッカー連盟一般部規約に基づき、一般部オーバー30 リーグに適用し、リー

グの競技運営の円滑をはかることを目的とする。 
 

１．団体（チーム）、メンバー（選手）及び審判の資格について１．団体（チーム）、メンバー（選手）及び審判の資格について１．団体（チーム）、メンバー（選手）及び審判の資格について１．団体（チーム）、メンバー（選手）及び審判の資格について    

（１）年度始めに葛飾区サッカー連盟（一般部経由）の登録手続きを完了した団体、メンバー、審判。 
（２）各団体のメンバーは 11 名以上（オーバー30 の選手が 9 名以上）で構成され、葛飾区サッカー連盟

の他団体に登録されていないもので構成すること。 （二重登録の禁止） 
（３）選手追加登録は、年度内前期（9／30）までとする。後期の追加登録は認めない。 
（４）選手の移籍は、年度内前期（９／30）までに行うことができる。 
（５）年度始めリーグ登録時の審判員登録は、前年度有効の審判員登録証にて行う。審判員追加登録は年

度内前期（9／30）までとし、当年度有効の審判員登録証取得者のみとする。 
（６）選手の資格に疑義が生じた時は、部常任理事会で審議決定する。 
（７）選手の追加・移籍・削除がある団体は、必ず IFFTA に再登録手続きをすること。 
（８）選手の年齢制限は、満 30 歳以上とする。但し、満 18 歳から満 29 歳の選手も登録することを認め

る。なお満 29 歳で登録した選手が、満 30 歳になった時点での満 30 歳以上の選手証としての再登
録手続は年度内前期（9／30）までとする。 

２．団体のリーグ登録について２．団体のリーグ登録について２．団体のリーグ登録について２．団体のリーグ登録について    

（１）各団体のリーグへの登録は、１項の資格を有する団体とする。 
（２）各団体はチーム登録票を年度始めに事務局までに提出し、登録手続きを完了させる必要がある。 

登録票に不備がある場合、登録手続きが行われない。 
＜リーグ登録までの流れ＞ 

① チーム登録票を作成し、指定日までに事務局へ提出する。 
・提出書類（チーム登録票／選手証／審判登録証） 

※審判登録証は、前年度有効のものを添付してください。 
※選手証に貼り付ける選手写真は証明写真で使用できるものに限る。 
（写真を直接貼り付けるか、データを直接貼り付けてください。） 

② 事務局において登録手続き。 
③ 各団体の連絡者に登録手続完了連絡が届き、リーグ登録費及び基金（新規チームのみ）を指

定日までに指定の口座に振り込む。 
 (なお、団体側の自己都合による脱退や、提出書類不備、代表者会議不参加等により登録手続

きが完了しないこと等に伴う登録費返金の対応は一切行わない。) 
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④ 代表者会議に各団体の代表者、副代表者及び連絡員のうち１名が出席し、振込時の領収書を
持参したもののみリーグ登録を認める。 

（３）各団体の代表者または副代表者は、PC でホームページの閲覧が可能であること。 
（４）各団体の連絡者は E メールでの連絡が可能であり、PC でホームページの閲覧が可能であること。

また、連絡者は代表者及び副代表者が兼任することを認める。連絡可能な E メールアドレスを常
時確保出来ないチームは、リーグへの参加意思がないものと判断する。 

（５）ユニフォームを正副２着用意すること。２着用意していない団体の登録は認めない。チーム登録票
にフィールド及びゴールキーパーの正副ユニフォームの写真（正面／背面）を添付すること。 
※半袖ユニフォームの下に着用する⻑袖は、半袖と同一⾊を用いてユニフォーム登録を行うこと。 

（６）各団体は、4 級以上の審判有資格者が 6 名以上いること。 
（７）主審・副審用の審判着（シャツ・パンツ・ソックス）3 着以上及び審判道具（審判バッチ・笛・時

計・フラッグ）を用意すること。用意していない団体の登録は認めない。 
（８）一度除名になった団体は、次年度の再登録は認めない。次々年度に加盟団体数に余裕がある場合の

み再登録を認める。ただし、リーグ登録は新規団体を優先する。再登録の場合、新規団体としての
登録とする。 

（９）二度除名された団体の登録は認めない。（リーグからの追放） 
（１０）リーグから追放になった団体が名前と代表者を代えてリーグへの登録が判明した場合、即リー

グから除名し、再登録は認めない。 
（１１）葛飾区主催の大会及び行事への支援（スタッフ派遣）を積極的に協力すること。 

３．選手登録（選手の新規・追加・削除・移籍等）について３．選手登録（選手の新規・追加・削除・移籍等）について３．選手登録（選手の新規・追加・削除・移籍等）について３．選手登録（選手の新規・追加・削除・移籍等）について    

（１）各団体のリーグへの登録選手は、１項の資格を有する選手で構成されるものとする。 
（２）登録選手は、基本的に 4 月 1 日時点で満 30 歳以上であること。ただし、満 18 歳〜満 29 歳の選手

もアンダーエージ枠として登録することができる。小・中・高校の学生は認めない。 
（３）選手を新規及び追加登録する場合、選手証（氏名（ふりがな）・生年月日・証明写真）を作成し、

IFFTA まで提出する。※登録期間は約２〜４週間かかります。※9／30 到着分まで随時受付 
＜選手登録までの流れ＞ 
① 新規または追加登録用の選手証を作成し、IFFTA に提出する。 
② IFFTA において登録手続き。※登録期間は約 2〜4 週間かかります。 
③ 各代表者宛に選手証（証明印入）を返送。※着払いとなります。 
④ 各代表者の手元に届き次第、リーグ戦への出場を認める。 

（４）選手証は新規／追加登録用紙を使用する。 
（５）選手出場資格は、IFFTA において登録手続きを完了したもの。（登録番号／証明印付与） 
（６）登録選手を削除する場合、チーム名・登録番号・氏名を事務局まで連絡し、事務局より登録削除の

連絡が届き次第、手続きが完了したものとする。 
（７）登録選手が移籍する場合、移籍元の団体は（６）の削除手続きをすること。移籍先の団体は、（３）

の新規／追加登録の手続きをすること。 
（８）選手登録期間は選手を登録した年度から削除した年度までとする。ただし、満 29 歳で登録した選
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手が満 30 歳になった時点で、満 30 歳以上の選手証で再登録すること。※9／30 到着分まで随時
受付）。 

（９）外国籍選手の登録は、日本在住・在勤者であれば、登録を認める。 

４．団体へのペナルティ（警告）及び除名について４．団体へのペナルティ（警告）及び除名について４．団体へのペナルティ（警告）及び除名について４．団体へのペナルティ（警告）及び除名について    

（１）部理事会（加盟団体対象）及び臨時部理事会の会議を無断で欠席した団体は、ペナルティ（警告）
とする。ただし、代表者（理事）の代理出席は認める。 

（２）ユニフォームの未揃い及び審判着（道具）の未揃いは、ペナルティ（警告）とする。 
（３）本部及び審判の担当団体が時間通り来なかった場合（遅刻）、本部の人数が 2 名以上揃っていない

場合、団体に対してペナルティ（警告）とする。 
（４）第１試合のグランドの準備をしなかった第 1 試合を行う団体はペナルティ（警告）とする。 
（５）最終試合のグランドのあと片付けをしなかった団体はペナルティ（警告）とする。 
（６）葛飾区主催の大会及び行事への支援を無断で欠席した団体はペナルティ（警告）とする。 
（７）本部、審判及び試合に当該団体が当日来なかった場合（無断欠席）、及び当日の棄権の連絡した場

合は、リーグから除名とする。除名となった団体は全試合棄権となり、リーグ戦結果を全て抹消
（無効）する。連盟が主催する練習試合等においても同等の処分を行う。 

（８）当該団体が、試合日の前日から 6 日前までに棄権の連絡を行った場合は、棄権（不戦敗）とし、
リーグ成績から−3 ポイントとする。団体にペナルティ（警告）とする。連盟が主催する練習試合
等においてもペナルティ（警告）の処分を行う。 

（９）当該団体が、試合日の 7 日前までに棄権の連絡を行った場合は、棄権（不戦敗）とし、リーグ成績
から−1 ポイントとする。 

（１０）人数不⾜・ユニフォーム不備による試合当日の棄権は、不戦敗とし、リーグ成績から−３ポイン
トとする。団体にペナルティ（警告）とする。 

（１１）（８）〜（１０）による試合棄権が計２回で、新たにペナルティ（警告）を与える。計３回で即
除名とする。除名となった団体は全試合棄権となり、リーグ戦結果を全て抹消（無効）する。 

（１２）ペナルティを３回受けた団体は、ペナルティを３回受けた日からリーグから除名とする。除名と
なった団体は全試合棄権となり、リーグ戦結果を全て抹消（無効）する。 

（１３）ペナルティを２回受けた団体は、リーグ成績に関わらず次年度は最下部のリーグに降格とする。 
（１４）ペナルティを１回受けた団体は、リーグ成績が２位以内であっても、次年度の昇格は認めない。 
（１５）団体への累積ペナルティについては、次年度への持越しを行わない。 

５．リーグの構成及び運営について５．リーグの構成及び運営について５．リーグの構成及び運営について５．リーグの構成及び運営について    

（１）試合時間は、60 分とし、５分休憩とする。延⻑戦は行わない。 
（２）出場選手は、基本的に満 30 歳以上の選手とするが、アンダーエージ枠として満 18 歳〜満 29 歳の

選手が同時に出場できるのはＧＫも含め、２名までとする。 
（３）選手の交代は、当該試合に提出したメンバー票に登録した人数まで可能とする。また、選手の出場

は 1 度までとする。 
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（４）試合成立の選手数は、７名以上とする。ユニフォ−ムの不備、退場及び負傷退場により出場できな
くなり、結果として７名を割った場合は失格（不戦敗）とする。 

（４）本連盟の公式大会は 1 部制とし、年度チーム数やグランド利用数によりリーグ形式を決める。 
（５）試合の勝ち点は、勝ち 3 点、引き分け１点、負け０点として、リーグ内の順位は、勝ち点、得失点

差、総得点、当該団体の対戦成績で決定する。 
（９）退場については次の 1 試合、警告については累積２回で次の１試合を出場停止とする。また、退場

による出場停止、累積警告は次年度に持越しを行わない。 

６．本部について６．本部について６．本部について６．本部について    

（１）本部は、原則として 2 名以上で行うこと。必ず、大会要綱を持参すること。試合中は本部席にて対
応すること。 

（２）本部は、担当する試合 30 分前に集合し、担当する前の試合終了後に本部の引継ぎをすること。 
ただし、本部を担当する前の試合で競技している場合は、本部を担当する試合 20 分前までに本部
の引継ぎをすること。（試合時間が遅れている場合は、直ぐに引き継ぐこと） 

（３）第１試合を担当する本部は、第１試合に競技する当該団体にグランドの準備（ゴールの移動・ライ
ン引き・コーナーフラッグ）を指示すること。 

（４）試合前・途中・終了後に起きたことについては本部の判断で処理し、本部報告書＜報告事項＞に必
ず明記すること。 
※記載しきれない場合は、運営幹事役員(リーグ運営幹事チーム所属の役員)にＥメールで連絡す

ること。判断がつかない場合は、運営幹事役員に連絡し、運営幹事役員の判断に従う。 
（５）本部は、試合を行う団体に対して、試合 15 分前までに登録選手証とメンバー表（団体名・選手名・

ポジション・背番号を必ず明記したもの）を本部に提出させ、選手確認（顔・氏名・ユニフォーム・
背番号・すね当て・スパイク・危険な装飾品の非着用）を行う。 

（６）本部は、登録選手証とメンバー表未提出、及びゴールキーパー以外のユニフォームが揃っていない
団体の競技を認めてはならない。その場合当該試合のみ「棄権」とし、本部報告書に明記すること。 

（７）本部は、「すねあて」を着用していない選手の競技を認めてはならない。 
（８）本部は、審判を行う団体(チーム)に対して、試合 15 分前までに審判証(主審 1 名と副審 2 名の計 3

名分)を提示させる。審判員担当団体(チーム)に登録されている審判員であるか確認し、審判着（シ
ャツ・パンツ・ソックス）・審判バッチ・笛・時計・フラッグの有無を確認する。 

（９）本部は、審判員担当団体(チーム)以外の審判員による審判実施を認めてはならない。 
（１０）本部は、試合前にグランド・審判・ユニフォームをチェックし、本部報告書に記入する。 
（１１）本部は、予備審判員（第４審判員）を担当し、選手交代等の手続きをする。 
（１２）本部は、提出されたファイルを試合終了まで本部で管理すること。 
（１３）本部は、試合終了後に本部報告書に試合結果・警告者・退場者・連絡事項を明記する。 
（１４）最終試合を担当する本部は当該団体にあとかたづけの指示をすること。 
（１５）最終本部は、運営幹事役員に本部報告書、メンバー表、審判報告書、審判カードを提出(郵送)す

ること。また、報告書内容のうち、試合結果・警告・退場者についてはＥメールにて運営幹事役
員に報告すること。E メール報告は原則として試合当日とする。 
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７．審判について７．審判について７．審判について７．審判について    

（１）審判は、担当する試合 30 分前に集合し、担当する前の試合終了後に審判の引継ぎをすること。た
だし、審判を担当する前の試合で競技している場合は、審判を担当する試合 20 分前までに審判の
引継ぎをすること。（試合時間が遅れている場合は、直ぐに引き継ぐこと） 

（２）審判は、本部に審判証(主審 1 名と副審 2 名の計 3 名分)を提示し、担当する審判本人及び審判用
の服装と道具のチェックを受ける。 

（３）第１試合を担当する審判は、本部に協力すること。（グランドの準備等） 
（４）加盟団体から登録された審判員が、指定された試合を行う。 
（５）審判員は、必ず審判着を着用すること。シャツ・審判バッチ・パンツ・ソックス・笛・時計・フラ

ッグ・スパイク（運動靴可）を用意すること。（サンダルは認めない） 
（６）副審は、試合開始前の選手整列時に出場選手のユニフォーム、危険な装飾品の非着用について最終

確認を行う。 
（７）主審は、試合終了後本部に試合結果及び警告者・退場者を報告し、審判報告書、審判カードを提出

すること。 

８．試合の棄権、及び、リーグからの脱退について８．試合の棄権、及び、リーグからの脱退について８．試合の棄権、及び、リーグからの脱退について８．試合の棄権、及び、リーグからの脱退について    

（１）試合当日の連絡ありなしに関わらず棄権はリーグから除名とする。除名となった団体は全試合棄
権となり、リーグ戦結果を全て抹消（無効）する。 
※本部・審判の棄権は原則として認めない。 

（２）試合日の前日から 6 日前までに運営幹事役員に棄権の連絡があった場合、棄権（不戦敗）とし、リ
ーグ成績から−３ポイントとする。団体にペナルティ（警告）とする。尚、不戦敗は 0−7 での負
けとする。連盟が主催する練習試合等においても同等の処分を行う 
※本部・審判の棄権は原則として認めない。 

（３）試合日の 7 日前までに運営幹事役員に棄権の連絡があった場合、棄権（不戦敗）とし、リーグ成績
から−１ポイントとする。尚、不戦敗は 0−7 での負けとする。連盟が主催する練習試合等におい
ても同等の処分を行う。 
※本部・審判の棄権は原則として認めない。 

（４）人数不⾜・ユニフォーム不備による試合当日の棄権は、当該試合のみ不戦敗とし、リーグ成績から
−3 ポイントとする。団体にペナルティ（警告）とする。尚、不戦敗は 0−7 での負けとする。 

（５）何らかの理由によりリーグを途中で脱退した団体は、全試合棄権とし、リーグ戦結果を全て抹消
（無効）する。 

９．ユニフォームについて９．ユニフォームについて９．ユニフォームについて９．ユニフォームについて    
（１）登録団体のシャツ・パンツ・ソックスについて 

① 正副（２⾊別：シャツ、パンツ、ソックス）を用意すること。 
② ユニフォームには、必ず背番号をつけること。簡易的にテーピング等で作成したものは不可。 

背番号を記入した布をユニフォームに縫い付けるなどの対応は可とする。 
③ ユニフォームデザインを統一すること。レプリカユニフォームは原則認めない。 
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④ 半袖・⻑袖の違いは可とする。 
※半袖の下に⻑袖を着用する場合、半袖部分と同一⾊とする。アンダーシャツ、アンダーショー

ツなどは、ユニフォームが複数⾊構成の場合はその一⾊を使用し、チームで⾊の統一を図るこ
と。リーグ登録用紙のユニフォーム写真に⻑袖（アンダーシャツ含む）を載せること。ロング
タイツを着用する場合、原則としてユニフォーム(パンツ)と同⾊とするが、例外として⿊・紺
のみ使用を認める（ラインの別⾊も認める）。ただし、デザインによって２〜３⾊が混じるも
のは認めない。 

⑤ ソックスに巻くテーピングはソックスと同一⾊を使用すること。 
⑥ ネックウォーマーの使用は禁止する。帽子の使用はＧＫのみ認める。ヘア（ゴム）バンドの使

用は認める（外して首に巻いてのプレーは禁止）。 
（２）ゴールキーパーを除く選手のユニフォームの揃っていない団体は出場できない。 
（３）本部及び審判は、上記の規定に違反した者の出場を認めてはならない。 

１０．登録選手への要求事項について１０．登録選手への要求事項について１０．登録選手への要求事項について１０．登録選手への要求事項について    

（１）葛飾区サッカー連盟一般部の大会で競技する登録選手は、「すねあて」を着用しなければならない。 
（２）日本サッカー協会競技規則に基づいて競技すること。 
（３）社会人として、サッカー選手としての最低限のモラルを守ること。 
（４）審判に対して、クレームなど異議をしないこと。 
１１．その他１１．その他１１．その他１１．その他    
（１）本大会要綱に定めのない事項については、一般部常任理事会において決定する。 
（２）リーグ運営は、幹事チーム及びそのチームに所属の役員(運営幹事役員)が主体となって行うものと

する。 
（３）奥⼾陸上競技場を利用する場合、競技場管理者の指示に従い、ルールを順守して使用のこと。 

１２．本大会要綱は、１２．本大会要綱は、１２．本大会要綱は、１２．本大会要綱は、2222020020020020 年年年年 3333 月月月月 1111 日日日日より実施する。より実施する。より実施する。より実施する。    

以 上 
■改版履歴 
1.0 版 2004 年 4 月 1 日 施行 
2.0 版 2004 年 6 月 1 日 改版 
3.0 版 2006 年 1 月 2 日 改版 
4.0 版 2006 年 2 月 13 日 改版 
5.0 版 2007 年 1 月 1 日 改版 
6.0 版 2007 年 1 月 4 日 改版 
7.0 版 2008 年 1 月 6 日 改版 
8.0 版 2009 年 3 月 23 日 改版 
9.0 版 2010 年 3 月 28 日 改版 
10.0 版 2012 年 3 月 17 日 改版 
11.0 版 2013 年 1 月 12 日 改版 
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12.0 版 2013 年 3 月 31 日 改版 
13.0 版 2018 年 3 月 3 日 改版 
14.0 版 2020 年 2 月 23 日 改版 
 


